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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】空気調和装置の室内ユニット
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、空気調和装置の室内ユニットに関し、特に、空調能力の向上対策に係るも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　　従来より、空気の吸入口にエアフィルタを備えた空気調和装置の室内ユニットが知ら
れている。この種の空気調和装置の室内ユニットは、ケーシングと、該ケーシングの内部
の略中央部に配置された送風ファン及びその駆動モータと、上記送風ファンの外側に配置
された熱交換器と、上記ケーシングの前面に設けられ且つ吸込みグリルを有する前面パネ
ルと、該前面パネルと送風ファンとの間に配置されたエアガイダーとを備えている。
【０００３】
　　室内空気は送風ファンによって吸い込みグリルから吸い込まれ、エアガイダーを介し
て熱交換器に供給される。該熱交換器で熱交換された空気は、前面パネルの吸い込みグリ
ルの外側に形成された吹出口から吹き出される。
【０００４】
　　そして、上記前面パネルの吸い込みグリルの内側には、吸入された空気に含まれる塵
埃がケーシングの内部に吹き込まれるのを防止するためのエアフィルタが着脱可能に設け
られている。このため、ユーザは、上記エアフィルタに付着した塵埃を定期的に清掃する
必要があった。
【０００５】
　　これに対し、例えば特許文献１には、空気の吸入口にエアフィルタを備えた空気調和
装置の室内ユニットにおいて、該エアフィルタを回転駆動させながら捕捉された塵埃を吸
引ノズルで吸引する塵埃除去手段と、該塵埃除去手段で除去された塵埃を貯留させる塵埃
捕集装置とを備えたものが開示されている。これにより、ユーザの手を煩わせることなく
、エアフィルタに捕捉された塵埃を除去し且つ塵埃捕集装置内に塵埃を捕集することがで
きる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－８３６１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　　しかしながら、上記特許文献１に開示されている空気調和装置の室内ユニットは、塵
埃捕集装置が、ケーシング内において送風ファンと熱交換器との間に配設されている。こ
れにより、送風ファンから吹き出された室内空気が塵埃捕集容器に衝突するため、熱交換
器に供給される室内空気の量が少なくなり、この結果、空調能力が低下してしまうという
問題があった。
【０００８】
　　本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、熱交換器に供給される室内空気を
増加させることで、空調能力を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　　第１の発明は、吸入口（13）が形成されたケーシング（10）を備えると共に、該ケー
シング（10）内に室内ファン（21）とエアフィルタ（30）と熱交換器（22）とが収納され
た空気調和装置の室内ユニットを対象としている。そして、第１の発明は、上記エアフィ
ルタ（30）に捕捉された塵埃を除去する塵埃除去手段（50）と、該塵埃除去手段（50）で
除去された塵埃が搬送通路（88）を介して貯留される塵埃貯留容器（90）とを備えている
。該塵埃貯留容器（90）は、矩形の箱状に形成され、上記塵埃貯留容器（90）の内部の隅
角部は、上記塵埃貯留容器（90）内に導入された空気を誘導するための誘導面（96）に形
成されている。
【００１０】
　　上記第１の発明では、通常運転時は、室内ファン（21）を回転させて室内空気をケー
シング（10）内部に取り込む。取り込んだ室内空気がエアフィルタ（30）を通過する際、
室内空気に含まれる塵埃をエアフィルタ（30）に捕捉する。エアフィルタ（30）を通過し
た室内空気を熱交換器（22）に供給して熱交換する。熱交換された室内空気は、ケーシン
グ（10）の外部に吹き出す。ここで、エアフィルタ（30）の清掃動作時には、塵埃除去手
段（50）によってエアフィルタ（30）に捕捉された塵埃を除去する。塵埃除去手段（50）
によって除去された塵埃が塵埃貯留容器（90）内に空気と共に吹き出る。ここで、誘導面
（96）は、塵埃貯留容器（90）の内部に流入した空気を誘導して塵埃貯留容器（90）内の
全域に送る。そして、塵埃貯留容器（90）の内部において塵埃が分散して貯留する。
【００１１】
　　第２の発明は、上記第１の発明において、上記エアフィルタ（30）を取り付ける通気
口（26）が形成され且つ上記ケーシング（10）内をエアフィルタ（30）の空気の上流側と
下流側とに仕切る仕切部材（25）が設けられている。そして、上記塵埃貯留容器（90）は
、上記仕切部材（25）における通気口（26）の周囲に配設されると共に、上記塵埃貯留容
器（90）は、通気口（26）の外縁に沿った凹部（95）が形成されている。
【００１２】
　　上記第２の発明では、室内ファン（21）によって室内空気をケーシング（10）の内部
に取り込む。上記通気口（26）を通過する室内空気は、塵埃貯留容器（90）に衝突するこ
となく、通気口（26）を通過して熱交換器（22）に流入する。
【００１３】
　　第３の発明は、上記第１又は第２の発明において、上記塵埃貯留容器（90）は、塵埃
除去手段（50）によって除去された塵埃が室内ファン（21）の吹出空気によって搬送され
て貯留される。
【００１４】
　　第４の発明は、上記第１～第３の発明の何れかの発明において、上記塵埃貯留容器（
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90）は、長手方向と塵埃の流入方向とが交差するように構成されている。
【００１５】
　　第５の発明は、上記第１～第４の発明の何れかの発明において、上記塵埃貯留容器（
90）は、長手方向の一側部に塵埃流出入口（94）が形成され、他側部に排気部（91）が形
成され、上記誘導面（96）は、少なくとも上記塵埃流出入口（94）に対向して形成されて
いる。
【００１６】
　　第６の発明は、上記第１～第５の発明の何れかの発明において、上記誘導面（96）が
、碗状に形成されている。
【発明の効果】
【００１７】
　　上記第１の発明によれば、塵埃貯留容器（90）の内部の隅角部を空気を誘導するため
の誘導面（96）に形成したため、塵埃貯留容器（90）内に導入された空気および塵埃を、
該塵埃貯留容器（90）内の隅々まで送ることができる。これにより、塵埃貯留容器（90）
内において、塵埃を偏らせることなく貯留することができる。
【００１８】
　　また、上記第２の発明によれば、塵埃貯留容器（90）を、仕切部材（25）に形成され
る通気口（26）の周囲に配設したため、通気口（26）を通過する室内空気が塵埃貯留容器
（90）に衝突することを確実に防止することができる。これにより、上記熱交換器（22）
に供給する空気量を増加させることができる。この結果、空調能力を向上させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態に係る室内ユニットを示す縦断面図である。
【図２】本実施形態に係る室内ユニットを示す水平断面図である。
【図３】（Ａ）は本実施形態に係る上側ケーシングを示す概略斜視図であり、（Ｂ）は本
実施形態に係る下側ケーシングを示す概略斜視図であり、（Ｃ）は本実施形態に係る化粧
パネルを示す概略斜視図である。
【図４】本実施形態に係る下側ケーシングを示す概略斜視図である。
【図５】本実施形態に係る塵埃貯留容器を取り外した下側ケーシングを示す概略斜視図で
ある。
【図６】本実施形態に係る点検用蓋を取り外した下側ケーシングを示す概略斜視図である
。
【図７】本実施形態に係るエアフィルタ、塵埃除去機構、塵埃捕集容器および塵埃搬送機
構を示す概略斜視図である。
【図８】本実施形態に係るエアフィルタおよび塵埃捕集容器の取り付け構造を示す断面図
である。
【図９】本実施形態に係るフィルタ駆動機構を示す概略斜視図である。
【図１０】本実施形態に係る塵埃搬送機構の一部を示す断面図である。
【図１１】実施形態２に係る塵埃貯留容器を示す斜視図である。
【図１２】実施形態３に係る室内ユニットを示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２１】
　　　〈実施形態１〉
　　図１および図２に示すように、本実施形態の室内ユニット（1）は、空気調和装置の
一部を構成し、室内空間の天井に設置される。空気調和装置は、室外ユニットに設けられ
る圧縮機、室外熱交換器および膨張弁と、上記室内ユニット（1）に設けられる室内熱交
換器（22）とが配管接続されて成る冷媒回路を備えている。冷媒回路は、冷媒が可逆に循
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環して、蒸気圧縮式冷凍サイクルを行う。空気調和装置では、冷媒回路において室内熱交
換器（22）が蒸発器として機能する冷房運転と、冷媒回路において室内熱交換器（22）が
凝縮器として機能する暖房運転とが行われる。
【００２２】
　　図３（Ａ）～（Ｃ）に示すように、上記室内ユニット（1）は、ケーシング（10）と
化粧パネル（11）とを備えている。上記ケーシング（10）は、下側が開放された略直方体
の箱状に形成され、その下側に化粧パネル（11）が取り付けられている。
【００２３】
　　上記化粧パネル（11）は、図１、図２および図３（Ｃ）に示すように、矩形の板状に
形成されている。化粧パネル（11）の平面視形状は、ケーシング（10）の平面視形状より
も一回り大きくなっている。化粧パネル（11）は、シール部材（16）を間に挟んだ状態で
ケーシング（10）の下側を覆うように取り付けられている。化粧パネル（11）は、該化粧
パネル（11）が下側ケーシング（10b）に取り付けられた状態において、室内に露出して
いる。
【００２４】
　　上記化粧パネル（11）には、１つの吸込口（13）と４つの吹出口（14）と、掃除機挿
入口（18）が形成されている。吸込口（13）は、矩形状に形成され、化粧パネル（11）の
中央部に形成されている。吸込口（13）には、スリット状に形成された吸込グリル（12）
が嵌め込まれている。各吹出口（14）は、細長い矩形状に形成されている。各吹出口（14
）は、化粧パネル（11）の各辺に沿うように形成されている。そして、各吹出口（14）に
は、風向調整板（15）が設けられている。該風向調整板（15）は、回動して風向（吹出方
向）を調整するものである。掃除機挿入口（18）は、矩形状に形成され、吸込口（13）の
側部に形成されている。
【００２５】
　　上記ケーシング（10）は、図３（Ａ）および図３（Ｂ）に示すように、上側ケーシン
グ（10a）と下側ケーシング（10b）で構成され、該上側ケーシング（10a）の下部に、下
側ケーシング（10b）が一体に取り付けられている。
【００２６】
　　上記上側ケーシング（10a）は、略直方体の箱状に形成されている。上側ケーシング
（10a）の内面には、断熱材（17）が積層されている。上側ケーシング（10a）の下端面に
は、ベルマウス（24）が形成され、後述する下側ケーシング（10b）の通気口（26）に連
通している。
【００２７】
　　上記ベルマウス（24）は、板状部材に形成されると共に、中央部に開口が形成され、
開口部の周縁が上方に折れ曲がった円筒部が形成されている。
【００２８】
　　一方、上側ケーシング（10a）は、その内部に、図１に示すように、室内熱交換器（2
2）、ドレンパン（23）および室内ファン（21）を備えている。
【００２９】
　　上記室内ファン（21）は、いわゆるターボファンである。室内ファン（21）は、上側
ケーシング（10a）の中央付近に配置され、ベルマウス（24）の直上に位置している。室
内ファン（21）は、ファンモータ（21a）と羽根車（21b）とを備えている。ファンモータ
（21a）は、上側ケーシング（10a）の天板に固定されている。羽根車（21b）は、ファン
モータ（21a）の回転軸に連結されている。羽根車（21b）は、ファンモータ（21a）に取
り付けられたハブに羽根が設けられると共に、該羽根の下端に断面円弧状のシュラウド（
21c）が設けられて構成されている。そして、上記シュラウド（21c）の下部には、上記ベ
ルマウス（24）の円筒部の上端が臨んでいる。
【００３０】
　　上記ベルマウス（24）は、ケーシング（10）内において、室内熱交換器（22）の上流
側の空間を室内ファン（21）側と吸込グリル（12）側とに区画している。そして、上記室
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内ファン（21）は、ベルマウス（24）を介して下側から吸い込んだ空気を該室内ファン（
21）の回転の周方向へ吹き出すように構成されている。
【００３１】
　　上記室内熱交換器（22）は、クロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器
で構成されている。室内熱交換器（22）は、平面視で矩形状に形成され、室内ファン（21
）の周囲を囲むように配置されている。室内熱交換器（22）では、冷媒と室内ファン（21
）によって送られる室内空気（吹出空気）との間で熱交換が行われる。
【００３２】
　　上記ドレンパン（23）は、室内熱交換器（22）の下側に設けられている。ドレンパン
（23）は、室内熱交換器（22）において空気中の水分が凝縮して生じるドレン水を受ける
ためのものである。ドレンパン（23）には、ドレン水を排水するためのドレンポンプが設
けられている（図示省略）。ドレンパン（23）は、ドレンポンプを設置した箇所にドレン
水が集まるように勾配が有している。
【００３３】
　　上記下側ケーシング（10b）は、下側が開放された略直方体の箱状に形成され、上記
上側ケーシング（10a）の下部に取り付けられている。下側ケーシング（10b）の上端面は
、後述する仕切板（25）を構成している。また、上記下側ケーシング（10b）の内部には
、図４～６に示すように、エアフィルタ（30）とフィルタ駆動手段であるフィルタ駆動機
構（40）と塵埃除去手段である塵埃除去機構（50）と塵埃捕集容器（60）と塵埃搬送手段
である塵埃搬送機構（80）と塵埃貯留容器（90）とが設けられている。
【００３４】
　　上記仕切板（25）は、図４～６に示すように、平面視で略矩形の板状に形成され、下
側ケーシング（10b）の上端面を構成し、ベルマウス（24）と吸込グリル（12）との間の
空間を上下に仕切っている。つまり、仕切板（25）は、室内熱交換器（22）の上流側空間
をベルマウス（24）を含む室内熱交換器（22）側と吸込グリル（12）側とに区画している
。また、上記仕切板（25）は、室外空気を上側ケーシング（10a）内に導入させる通気口
（26）と、該上側ケーシング（10a）内に配設された電装品箱（72）を点検するための点
検用開口部（70）とが形成されると共に、該点検用開口部（70）を塞ぐ点検用蓋（71）を
備えている。
【００３５】
　　上記通気口（26）は、図７に示すように、円形の孔状に形成され、仕切板（25）の中
央部に設けられると共に、その円形孔がその径方向に延びる４つの径方向部材（27）によ
って扇形に仕切られている。
【００３６】
　　上記点検用開口部（70）は、図５および図６に示すように、上記塵埃貯留容器（90）
の上端面と略同外形の略長方形状に形成され、仕切板（25）において、該塵埃貯留容器（
90）に対応する位置に形成されている。また、平面視において点検用開口部（70）の内側
辺は、通気口（26）の外周縁に沿って円弧状に形成され、上記扇形に仕切られた通気口（
26）に繋がって１つの開口面を形成している。なお、図３（Ａ）および（Ｂ）に示すよう
に、上側ケーシング（10a）の内部において点検用開口部（70）の上側（空気の下流側）
に対応する位置には、点検・修理・交換の対象となる室内ユニット（1）の電装品が収納
された電装品箱（72）が配設されている。この電装品箱（72）は、平面視で縦長の直方体
状の箱状に形成され、上側ケーシング（10a）の下端面に取り付けられている。
【００３７】
　　上記点検用蓋（71）は、図５に示すように、点検用開口部（70）と同外形の板状で、
且つ該点検用開口部（70）よりも一回り大きく形成され、該点検用開口部（70）を塞いで
いる。点検用蓋（71）は、その周縁部にボルト孔（73）が複数個形成され、該ボルト孔（
73）をボルト（74）によって仕切板（25）に固定されている。また、平面視において点検
用蓋（71）の内側辺は、通気口（26）の外周縁に沿って円弧状に形成され、仕切板（25）
と共に、通気口（26）の周縁の一部を構成している。
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【００３８】
　　上記エアフィルタ（30）は、図７に示すように、仕切板（25）の下方中央に配置され
、該仕切板（25）に形成される通気口（26）を覆う大きさの円形に形成されている。具体
的に、上記エアフィルタ（30）は、環状のフィルタ本体（31）とメッシュ部材（37）とを
備えている。上記フィルタ本体（31）の外周面には、ギア部（32）が形成され、環状中心
部には、６つの径方向リブ（34）によって支持される円筒状の軸挿通部（33）が設けられ
ている。つまり、各径方向リブ（34）は、軸挿通部（33）から放射状に延びている。
【００３９】
　　また、フィルタ本体（31）の内円部には、該フィルタ本体（31）と同心の環状に形成
された内側周方向リブ（35）および外側周方向リブ（36）が設けられている。外側周方向
リブ（36）は、内側周方向リブ（35）よりも大径に形成されている。上記メッシュ部材（
37）は、フィルタ本体（31）の内円部全体に亘って張られ、吸込口（13）から吸い込まれ
た空気は、上記メッシュ部材（37）を通過してベルマウス（24）へ流入する。その際、空
気中の塵埃は、メッシュ部材（37）に捕捉される。
【００４０】
　　また、上記エアフィルタ（30）は、上述したフィルタ押さえ（29）が各周方向リブ（
35,36）に当接することによって下方へ付勢される。これにより、エアフィルタ（30）が
後述する塵埃除去機構（50）の回転ブラシ（51）に押さえ付けられる。したがって、塵埃
除去機構（50）による塵埃の除去量が向上する。
【００４１】
　　上記エアフィルタ（30）は、図８に示すように、軸挿通部（33）が仕切板（25）のフ
ィルタ回転軸（28）に嵌め込まれて取り付けられる。エアフィルタ（30）は、フィルタ回
転軸（28）を中心として回転自在になっている。エアフィルタ（30）の下方には、上記塵
埃捕集容器（60）が配置されている。そして、エアフィルタ（30）が軸挿通部（33）に嵌
め込まれた状態で、上記塵埃捕集容器（60）のフィルタ取付部（68）が仕切板（25）の軸
挿通部（33）に止めネジ（28a）によって固定される。これにより、仕切板（25）と塵埃
捕集容器（60）との間にエアフィルタ（30）が保持される。
【００４２】
　　上記エアフィルタ（30）の近傍には、エアフィルタ（30）を回転駆動するためのフィ
ルタ駆動機構（40）が設けられている（図２参照）。フィルタ駆動機構（40）は、図９に
示すように、フィルタ駆動モータ（41）とリミットスイッチ（44）を備えている。フィル
タ駆動モータ（41）の駆動軸には、駆動ギア（42）が設けられ、該駆動ギア（42）がフィ
ルタ本体（31）のギア部（32）と噛み合っている。駆動ギア（42）の一端面には、突片で
あるスイッチ作動部（43）が設けられている。このスイッチ作動部（43）は、駆動ギア（
42）の回転によりリミットスイッチ（44）のレバー（44a）に作用するようになっている
。スイッチ作動部（43）がレバー（44a）に作用すると、リミットスイッチ（44）が検知
する。つまり、スイッチ作動部（43）およびリミットスイッチ（44）は、駆動ギア（42）
の回転位置を検出するものである。
【００４３】
　　次に、上記塵埃除去機構（50）、塵埃捕集容器（60）および塵埃搬送機構（80）につ
いて、図７～図１０を参照しながら説明する。塵埃除去機構（50）、塵埃捕集容器（60）
および塵埃搬送機構（80）は、仕切板（25）及びエアフィルタ（30）の下方に配置されて
いる（図１および図２を参照）。
【００４４】
　　上記塵埃除去機構（50）は、エアフィルタ（30）に捕捉された塵埃を除去するための
ものである。塵埃除去機構（50）は、ブラシ部材である回転ブラシ（51）と、該回転ブラ
シ（51）を回転させるブラシ駆動手段であるブラシ駆動機構（53）とを備えている。図７
に示すように、上記回転ブラシ（51）は、後述する塵埃捕集容器（60）のブラシ用開口に
設けられている。回転ブラシ（51）は、細長い円柱状のシャフト部と、該シャフト部の外
周面に取り付けられたブラシ部とを備え、該ブラシ部は、シャフト部の周方向且つ長手方
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向に亘って形成されている。
【００４５】
　　上記回転ブラシ（51）は、その長手方向の長さが、エアフィルタ（30）の半径と同等
以上の長さに形成されている。また、回転ブラシ（51）は、エアフィルタ（30）の円中心
から外縁方向に向かって延びるように配置されている。回転ブラシ（51）は、回転するエ
アフィルタ（30）のメッシュ部材（37）にブラシ部が接触することでメッシュ部材（37）
から塵埃が除去されるように構成されている。また、回転ブラシ（51）は、上記ブラシ駆
動機構（53）によって可逆に回転駆動される。上記ブラシ駆動機構（53）は、ブラシ駆動
モータ（54）と、互いに噛み合う駆動ギア（55）及び従動ギア（56）とを備えている。駆
動ギア（55）はブラシ駆動モータ（54）の駆動軸に取り付けられ、従動ギア（56）は回転
ブラシ（51）のシャフト部の端部に取り付けられ、互いに噛み合って回転することで、上
記回転ブラシ（51）が回転駆動される。また、上記回転ブラシ（51）のブラシ部は、いわ
ゆるパイル織物で構成されている。このパイル織物は、基布に毛（パイル糸）が織り込ま
れて成る有毛繊維であり、毛足が比較的短い。そして、このパイル織物は、毛並みが一定
方向に傾斜する傾斜パイルである。
【００４６】
　　上記塵埃捕集容器（60）は、清掃用ブラシ（図示なし）によって回転ブラシ（51）か
ら除去された塵埃が一旦貯留されるものである。塵埃捕集容器（60）は柱状に形成された
容器である。塵埃捕集容器（60）は、上側部分がエアフィルタ（30）の塵埃が除去される
除去部（61）であり、下側部分がエアフィルタ（30）から除去された塵埃が捕集される捕
集部（62）となっている。
【００４７】
　　上記除去部（61）の上面には、塵埃捕集容器（60）の長手方向に延びるブラシ用開口
が形成され、上述したようにそのブラシ用開口に回転ブラシ（51）が設けられている。な
お、除去部（61）の一側端には、上述したフィルタ取付部（68）が形成されている。捕集
部（62）は、下端側（底部側）が円弧状に膨出している。そして、その捕集部（62）の円
弧部には、清掃用ブラシによって回転ブラシ（51）から除去された塵埃が落下して捕集さ
れる。捕集部（62）は、長手方向における両端部（66,67）が開口している。その捕集部
（62）の第１端部（66）には、後述する塵埃搬送機構（80）のダンパボックス（81）が接
続され、第２端部（67）には、後述する塵埃搬送機構（80）の搬送用ダクト（88）が接続
されている。また、図示はしないが、上記塵埃捕集容器（60）には、捕集部（62）の塵埃
量を検出するための捕集量検出手段が設けられている。
【００４８】
　　上記塵埃搬送機構（80）は、図２、図７および図１０に示すように、上述したダンパ
ボックス（81）および搬送用ダクト（88）と、導入用ダクト（86）と、吸引用ダクト（87
）とを備えている。
【００４９】
　　上記ダンパボックス（81）は、図１０に示すように、塵埃捕集容器（60）における捕
集部（62）の長手方向に沿って延びる直方体状に形成されている。ダンパボックス（81）
の長手方向における一端には、捕集部（62）の第１端部（66）が接続されている。ダンパ
ボックス（81）内には、開閉部材であるダンパ（82）が１つ設けられている。このダンパ
（82）が閉まると、ダンパボックス（81）の内部空間がその長手方向に仕切られる。つま
り、ダンパボックス（81）の内部空間が第１室（81a）と第２室（81b）とに仕切られる。
第２室（81b）には、上述したように捕集部（62）の第１端部（66）が接続されている。
【００５０】
　　上記導入用ダクト（86）は、ダンパボックス（81）の上面に接続されて第１室（81a
）に連通している。図１０に示すように、導入用ダクト（86）は、ダンパボックス（81）
から鉛直上方に延びており、仕切板（25）を貫通している。導入用ダクト（86）は、横断
面が円形の上流側ダクト（86a）および下流側ダクト（86b）を備え、その２つの部材が止
めネジ（86c）によって仕切板（25）に取り付けられている。上流側ダクト（86a）の横断
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面積（流路面積）は、下流側ダクト（86b）の横断面積（流路面積）よりも大きく形成さ
れている。下流側ダクト（86b）の下端（図１０における下側）は、ダンパボックス（81
）に接続され、該ダンパボックスの内部に連通している。上流側ダクト（86a）の上端（
図１０における上側）は、ベルマウス（24）の形成される上側ケーシング（10a）の下端
面にシール部材（86e）を介して当接している。
【００５１】
　　この上側ケーシング（10a）の下端面には、貫通孔である導入口（86d）が形成されて
いる。そして、この導入口（86d）を通じて、上流側ダクト（86a）が室内ファン（21）側
の空間と連通している。つまり、この導入用ダクト（86）は、室内ファン（21）の吹出空
気をダンパボックス（81）内へ導入するためのものである。また、上記導入用ダクト（86
）は、上流側ダクト（86a）と下流側ダクト（86b）との連結部分が仕切板（25）の貫通部
に位置している。具体的に、上流側ダクト（86a）の底板と下流側ダクト（86b）の上端フ
ランジとで仕切板（25）の貫通孔周縁を挟み込むように、両ダクト（86a,86b）が連結さ
れている。そして、この連結部分およびシール部材（86e）の部分は、図５に示すように
、導入用ダクト（86）とダンパボックス（81）と塵埃捕集容器（60）とが一体で導入用ダ
クト（86）の軸心を中心にして回動するように構成されている。
【００５２】
　　上記吸引用ダクト（87）は、流入側である一端がダンパボックス（81）の下面に接続
されて第２室（81b）に連通している。吸引用ダクト（87）の流出側である他端は、化粧
パネル（11）に形成された掃除機挿入口（18）に接続されている。この掃除機挿入口（18
）は、掃除機のホース等が接続されて上記塵埃捕集容器（60）における捕集部（62）に捕
集された塵埃を吸引するための開口である。なお、吸引用ダクト（87）はフレキシブルチ
ューブで構成されている。
【００５３】
　　上記搬送用ダクト（88）は、図１や図２に示すように、一端が塵埃捕集容器（60）に
おける捕集部（62）の第２端部（67）に接続され、他端が後述する塵埃貯留容器（90）に
接続されている。この搬送用ダクト（88）はフレキシブルチューブで構成されている。
【００５４】
　　上記塵埃搬送機構（80）では、冷暖房を行う通常運転の場合、ダンパボックス（81）
のダンパ（82）が閉じられる。これにより、室内ファン（21）の吹出空気はダンパボック
ス（81）へ導入されない。また、塵埃搬送機構（80）では、塵埃捕集容器（60）内の塵埃
を塵埃貯留容器（90）に搬送する場合、ダンパボックス（81）のダンパ（82）が開く。こ
れにより、室内ファン（21）の吹出空気が導入用ダクト（86）およびダンパボックス（81
）を通じて塵埃捕集容器（60）へ導入される。その結果、塵埃捕集容器（60）内の塵埃は
、空気と共に搬送用ダクト（88）を通じて塵埃貯留容器（90）へ搬送される。つまり、こ
の塵埃搬送機構（80）は、室内ファン（21）の吹出空気を利用して塵埃捕集容器（60）の
塵埃を所定位置まで搬送するように構成されている。さらに、塵埃搬送機構（80）では、
塵埃貯留容器（90）の塵埃をケーシング（10）外へ排出する場合も、ダンパボックス（81
）のダンパ（82）が閉じられる。この場合、掃除機によって掃除機挿入口（18）から吸引
することで、塵埃貯留容器（90）内の塵埃が搬送用ダクト（88）、ダンパボックス（81）
および吸引用ダクト（87）を通じて掃除機に吸引される。
【００５５】
　　次に、本発明の特徴部である塵埃貯留容器（90）の構成について図面に基づき説明す
る。
【００５６】
　　上記塵埃貯留容器（90）は、図１、図２および図５に示すように、塵埃捕集容器（60
）内の塵埃が搬送されて貯留されるものである。塵埃貯留容器（90）は、やや細長い略直
方体の箱状に形成されている。
【００５７】
　　上記塵埃貯留容器（90）は、上記室内熱交換器（22）の下方であって上記仕切板（25
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）の下面に配置され、点検用蓋（71）の下方に位置している。つまり、上記塵埃貯留容器
（90）は、吸込口（13）から室内熱交換器（22）に向かって流れる空気流れの外側に配置
されている。具体的に、上記塵埃貯留容器（90）は、通気口（26）の外側に配置され、通
気口（26）の周囲に設けられている。
【００５８】
　　上記塵埃貯留容器（90）は、後述する塵埃流出入口（94）の形成される長手方向一側
面の断面積が、排気部（91）の形成される反対側の長手方向他側面の断面積よりも大きく
なるよう形成され、その内側面は、平面視においてエアフィルタ（30）に被らないように
通気口（26）に沿った円弧状の凹部（95）に形成されている。また、塵埃貯留容器（90）
内の長手方向の一側面側の隅角部は、該隅角部に沿って碗状の誘導面（96）に形成されて
いる。この誘導面（96）は、塵埃貯留容器（90）の内部に導入された空気および塵埃を、
塵埃貯留容器（90）内の隅々に送るためのものである。上記塵埃貯留容器（90）は、仕切
板（25）の下側で、且つその一端辺に沿って配置されている。
【００５９】
　　つまり、塵埃貯留容器（90）は、上記下側ケーシング（10b）の内部において、上記
吸込口（13）から吸い込まれて室内熱交換器（22）に向かって吹き出される室内ファン（
21）による空気の流れの外側に配設されている。また、塵埃貯留容器（90）には、一側面
に搬送用ダクト（88）が接続される塵埃流出入口（94）が形成されると共に、他側面に塵
埃貯留容器（90）内の空気を外部に排出させるための排気部（91）が形成されている。
【００６０】
　　上記塵埃流出入口（94）は、略円形の開口を有し、該塵埃貯留容器（90）の一側面の
下部に設けられている。この塵埃流出入口（94）には、上記搬送用ダクト（88）の一端が
接続されている。
【００６１】
　　上記排気部（91）は、略長方形状の開口を有し、搬送用ダクト（88）が接続される一
側面とは、反対側の他側面に形成されている。また、この排気部（91）は、下側ケーシン
グ（10b）に形成された排気通路（19）と接続されてケーシング（10）の外部に連通して
いる。ここで、排気部（91）には、フィルタ（92）が取り付けられている。このフィルタ
（92）によって塵埃貯留容器（90）内の空気のみを外部に排気することができる。上記フ
ィルタ（92）は、図５に示すように、塵埃貯留容器（90）に対して着脱できるよう構成さ
れている。尚、この塵埃貯留容器（90）と排気通路（19）との接続部分にはシール部材（
93）が設けられている。
【００６２】
　　上記塵埃貯留容器（90）は、上記塵埃捕集容器（60）から空気によって塵埃が搬送さ
れると、塵埃貯留容器（90）の内部の空気が排気部（91）を介して排気通路（19）から排
出される。その際、上記フィルタ（92）が設けられているので、搬送された塵埃が排気部
（91）からケーシング（10）の外部に流出することはない。また、掃除機による吸引によ
って塵埃貯留容器（90）から塵埃が排出されると、塵埃貯留容器（90）内の空気圧が低く
なるため、外部の空気が排気通路（19）から塵埃貯留容器（90）内に流入する。このよう
に、排気部（91）からの給排気によって塵埃貯留容器（90）内の空気圧のバランスが適切
になるので、塵埃貯留容器（90）に対する塵埃の搬送動作および排出動作が適切に行われ
る。
【００６３】
　　　　－運転動作－
　　次に、室内ユニット（1）の運転動作について冷暖房を行う通常運転と、エアフィル
タ（30）の清掃を行うフィルタ清掃運転とを分けて説明する。なお、上記室内ユニット（
1）は、通常運転とフィルタ清掃運転とが切換可能に構成されている。
【００６４】
　　まず、通常運転では、室内ファン（21）が駆動され、室内ユニット（1）では、吸込
口（13）から吸い込まれた室内空気がエアフィルタ（30）を通過してベルマウス（24）へ
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流入する。ここで、室内空気がエアフィルタ（30）を通過する際、室内空気中の塵埃がエ
アフィルタ（30）のメッシュ部材（37）に捕捉される。ベルマウス（24）に流入した室内
空気は室内ファン（21）から吹き出される。この吹出空気は、室内熱交換器（22）の冷媒
と熱交換して冷却または加熱された後、各吹出口（14）から室内へ供給される。これによ
り、室内の冷房または暖房が行われる。この運転では、ダンパボックス（81）のダンパ（
82）が閉じられているため、室内ファン（21）の吹出空気がダンパボックス（81）を通じ
て塵埃捕集容器（60）へ導入されることはない。
【００６５】
　　次に、フィルタ清掃運転について説明する。このフィルタ清掃運転では、冷媒回路に
おいて圧縮機が停止されて冷媒が循環しない状態となる一方、塵埃除去動作と塵埃搬送動
作と塵埃排出動作とが切換可能に構成されている。
【００６６】
　　上記塵埃除去動作は、エアフィルタ（30）に捕捉された塵埃を除去する動作である。
塵埃除去動作では、室内ファン（21）を回転させた状態で、回転ブラシ（51）を回転させ
てそのブラシ部をエアフィルタ（30）に接触させる。この状態において、エアフィルタ（
30）が回転させられると、エアフィルタ（30）の塵埃が回転ブラシ（51）のブラシ部に捕
捉される。
【００６７】
　　ここで、上記塵埃除去動作は、室内ファン（21）を回転させつつ行うことが好ましい
。つまり、室内ファン（21）により吸い込まれる空気が塵埃をエアフィルタ（30）に付着
させることができるため、回転ブラシ（51）がエアフィルタ（30）から塵埃を効率的に除
去することができる。そして、フィルタ駆動機構（40）のリミットスイッチ（44）のレバ
ー（44a）が作動すると、フィルタ駆動モータ（41）が停止されてエアフィルタ（30）が
停止する。つまり、エアフィルタ（30）は所定角度だけ回転して停止する。このようにし
て、エアフィルタ（30）において回転ブラシ（51）のブラシ部を通過した領域の塵埃が除
去される。尚、上記塵埃除去動作は、室内ファン（21）を停止させて行ってもよい。
【００６８】
　　上記塵埃搬送動作は、塵埃捕集容器（60）から塵埃貯留容器（90）に塵埃を搬送する
動作である。塵埃搬送動作では、回転ブラシ（51）が停止されると共に、エアフィルタ（
30）が停止状態になる。また、ダンパボックス（81）のダンパ（82）が開状態になる。こ
の状態において、室内ファン（21）が駆動され、該室内ファン（21）の吹出空気は、導入
用ダクト（86）およびダンパボックス（81）を順に介して塵埃捕集容器（60）へ導入され
る。これにより、塵埃捕集容器（60）の塵埃が空気と共に搬送用ダクト（88）を介して塵
埃貯留容器（90）へ搬送される。そして、塵埃は、塵埃貯留容器（90）内に空気と共に吹
き出される。このとき、空気および塵埃は、誘導面（96）に誘導されて塵埃貯留容器（90
）の隅々まで送られる。
【００６９】
　　上記塵埃排出動作は、塵埃貯留容器（90）からケーシング（10）の外部へ塵埃を排出
する動作である。塵埃排出動作は、例えば、塵埃搬送動作が所定回数（所定時間）行われ
ることで塵埃排出動作を行うようになっている。または、ユーザーによるリモコン操作に
よって行うようにしてもよい。塵埃排出動作では、図３（Ｃ）に示すように、化粧パネル
（11）の掃除機挿入口（18）にユーザーが掃除機を取り付けることで行われる。この掃除
機挿入口（18）は、ダンパボックス（81）の吸引用ダクト（87）と連通している。このた
め、ユーザーが掃除機を掃除機挿入口（18）に接続させた状態で掃除機を動作させると、
塵埃貯留容器（90）の塵埃が、空気と共に吸引される。このとき、排気部（91）から流入
した空気は、誘導面（96）に誘導されて塵埃貯留容器（90）内を吹き抜け、塵埃と共に塵
埃貯留容器（90）の外部に排出される。そして、搬送用ダクト（88）および塵埃捕集容器
（60）を通ってダンパボックス（81）内に流入された後、掃除機に吸引される。
【００７０】
　　　　－実施形態の効果－
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　　本実施形態によれば、上記塵埃貯留容器（90）を、室内ファン（21）によってケーシ
ング（10）内に吸い込まれた空気の流れの外側に配設したために、該塵埃貯留容器（90）
にケーシング（10）の内部を通過する空気が衝突することを確実に防止することができる
。これにより、上記ケーシング（10）内に吸い込んだ室内空気を漏れなく熱交換器（22）
に流入させることができる。この結果、空調能力を向上させることができる。
【００７１】
　　特に、上記塵埃貯留容器（90）を通気口（26）の外側に配設したために、塵埃貯留容
器（90）にケーシング（10）の内部を通過する空気が衝突するのを確実に防止することが
できる。
【００７２】
　　また、上記塵埃貯留容器（90）を、仕切部材（25）に形成される通気口（26）の周囲
に配設したため、通気口（26）を通過する室内空気が塵埃貯留容器（90）に衝突すること
を確実に防止することができる。これにより、上記熱交換器（22）に供給する空気量を増
加させることができる。この結果、空調能力を向上させることができる。
【００７３】
　　また、上記塵埃貯留容器（90）を仕切板（25）の下側に配設するようにしたため、仕
切板（25）を取り外すことなく、塵埃貯留容器（90）に対して点検・修理・交換等を行う
ことができる。
【００７４】
　　また、上記塵埃貯留容器（90）を熱交換器（22）の下方に配設したために、室内ファ
ン（21）より吹き出た空気が塵埃貯留容器（90）に衝突することを確実に防止することが
できる。これにより、上記熱交換器（22）に供給する空気量を増加させることができる。
この結果、空調能力を向上させることができる。
【００７５】
　　また、上記塵埃貯留容器（90）には、通気口（26）の外縁に沿った凹部（95）が形成
されているため、通気口（26）を通過する空気が塵埃貯留容器（90）に衝突するのを確実
に防止することができる。これにより、熱交換器（22）に供給する空気量を増加させるこ
とができる。この結果、空調能力を向上させることができる。
【００７６】
　　また、上記塵埃貯留容器（90）は、仕切部材（25）のエアフィルタ（30）の空気の上
流側に配設するようにしたため、仕切部材（25）を取り外すことなく、塵埃貯留容器（90
）を点検することができる。これにより、室内ユニット（1）のメンテナンス性が向上す
る。
【００７７】
　　また、上記塵埃貯留容器（90）の内部の隅角部を空気を誘導するための誘導面（96）
に形成したため、塵埃貯留容器（90）内に導入された空気および塵埃を、該塵埃貯留容器
（90）内の隅々まで送ることができる。これにより、塵埃貯留容器（90）内において、塵
埃を偏らせることなく貯留することができる。
【００７８】
　　また、上記塵埃貯留容器（90）を塵埃除去機構（50）の回動する回動領域の外側に配
設するようにしたため、塵埃貯留容器（90）を取り外すことなく、塵埃除去機構（50）を
回動させることができる。これにより、塵埃貯留容器（90）を配設した状態でエアフィル
タ（30）を取り外すことができる。これらの結果、室内ユニット（1）のメンテナンス性
が向上する。
【００７９】
　　また、上記塵埃貯留容器（90）に形成した排気部（91）と、下側ケーシング（10b）
に形成した排気通路（19）とを接続するようにしたため、塵埃流出入口（94）から塵埃貯
留容器（90）内に流入させた空気を排気部（91）を介して排気通路（19）からケーシング
（10）の外部に排出させることができる。その一方で、塵埃流出入口（94）から塵埃貯留
容器（90）内の空気を外部に排出させると、排気部（91）を介して排気通路（19）からケ
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ーシング（10）の外部の空気を塵埃貯留容器（90）内に流入させることができる。これに
より、塵埃貯留容器（90）内の空気圧のバランスを適正に保つことができる。
【００８０】
　　　〈実施形態２〉
　　本実施形態は、塵埃貯留容器（90）の他の形態を示している。上記塵埃貯留容器（90
）は、図１１に示すように、塵埃貯留容器（90）内の長手方向の一側面側および他側面側
の２箇所の隅角部を、該隅角部に沿って碗状の誘導面（96）に形成したものである。その
他の構成、作用及び効果は実施形態１と同様である。
【００８１】
　　　〈実施形態３〉
　　本実施形態は、図１２に示すように、実施形態１が塵埃貯留容器（90）を仕切部材（
25）の下側で通気口（26）の周囲に配置したのに代えて、塵埃貯留容器（90）を室内ファ
ン（21）のシュラウド（21c）の周囲に配置したものである。
【００８２】
　　具体的に、上記塵埃貯留容器（90）は、ベルマウス（24）の板状部材の上面に配置さ
れている。一方、上記塵埃搬送機構（80）の搬送用ダクト（88）は、仕切部材（25）の下
側から該仕切部材（25）とベルマウス（24）とを貫通して該ベルマウス（24）の上側に延
長され、塵埃貯留容器（90）に接続されている。
【００８３】
　　したがって、本実施形態よれば、上記塵埃貯留容器（90）を室内ファン（21）のシュ
ラウド（21c）の周囲に配設したために、室内空気が塵埃貯留容器（90）に衝突すること
を確実に防止することができる。これにより、上記熱交換器（22）に供給する空気量を増
加させることができる。この結果、空調能力を向上させることができる。その他の構成、
作用及び効果は実施形態１及び２と同様である。
【００８４】
　　　〈その他の実施形態〉
　　また、本発明は、上記各実施形態について、以下のような構成としてもよい。
【００８５】
　　各実施形態は、回転させたエアフィルタ（30）に回転ブラシ（51）を当接させてフィ
ルタ清掃を行うフィルタ清掃に適用したものであるが、本発明は、その他のフィルタ清掃
についても適用することができる。
【００８６】
　　また、上記実施形態３は、塵埃貯留容器（90）を室内ファン（21）のシュラウド（21
c）の周囲に配置したが、他の発明として、塵埃貯留容器（90）を室内ファン（21）のベ
ルマウス（24）の周囲に配置してもよい。つまり、塵埃貯留容器（90）は、ベルマウス（
24）の板状部材の上側であって、ベルマウス（24）の円筒部に近接して配置するようにし
てもよい。この場合においても、室内空気が塵埃貯留容器（90）に衝突することを確実に
防止することができる。これにより、上記熱交換器（22）に供給する空気量を増加させる
ことができる。この結果、空調能力を向上させることができる。
【００８７】
　　尚、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、ある
いはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　　以上説明したように、本発明は、空気調和装置の室内ユニットにおける空調能力の向
上対策について有用である。
【符号の説明】
【００８９】
１０　　　　　ケーシング
１３　　　　　吸入口
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１９　　　　　排気通路
２１　　　　　室内ファン
２２　　　　　室内熱交換器
２５　　　　　仕切板
２６　　　　　通気口
３０　　　　　エアフィルタ
５０　　　　　塵埃除去機構（塵埃除去手段）
８８　　　　　搬送用ダクト
９０　　　　　塵埃貯留容器
９１　　　　　排気口
９５　　　　　凹部
９６　　　　　誘導面
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　吸入口（13）が形成されたケーシング（10）を備えると共に、該ケーシング（10）内
に室内ファン（21）とエアフィルタ（30）と熱交換器（22）とが収納された空気調和装置
の室内ユニットであって、
　　上記エアフィルタ（30）に捕捉された塵埃を除去する塵埃除去手段（50）と、
　　該塵埃除去手段（50）で除去された塵埃が搬送通路（88）を介して貯留される塵埃貯
留容器（90）とを備え、
　　該塵埃貯留容器（90）は、矩形の箱状に形成され、
　　上記塵埃貯留容器（90）の内部の隅角部は、上記塵埃貯留容器（90）内に導入された
空気を誘導するための誘導面（96）に形成されている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項２】
　　請求項１において、
　　上記エアフィルタ（30）を取り付ける通気口（26）が形成され且つ上記ケーシング（
10）内をエアフィルタ（30）の空気の上流側と下流側とに仕切る仕切部材（25）が設けら
れる一方、
　　上記塵埃貯留容器（90）は、上記仕切部材（25）における通気口（26）の周囲に配設
されると共に、
　　上記塵埃貯留容器（90）は、通気口（26）の外縁に沿った凹部（95）が形成されてい
る
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項３】
　　請求項１又は２において、
　　上記塵埃貯留容器（90）は、塵埃除去手段（50）によって除去された塵埃が室内ファ
ン（21）の吹出空気によって搬送されて貯留される
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項４】
　　請求項１～３の何れか１項において、
　　上記塵埃貯留容器（90）は、長手方向と塵埃の流入方向とが交差するように構成され
ている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項５】
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　　請求項１～４の何れか１項において、
　　上記塵埃貯留容器（90）は、長手方向の一側部に塵埃流出入口（94）が形成され、他
側部に排気部（91）が形成され、
　　上記誘導面（96）は、少なくとも上記塵埃流出入口（94）に対向して形成されている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
【請求項６】
　　請求項１～５の何れか１項において、
　　上記誘導面（96）は、碗状に形成されている
ことを特徴とする空気調和装置の室内ユニット。
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